
4．二重納付防止のため、ご本人あてに送付された普通徴収分の納税通知書（領収済）の写しを同封してください。

福島県下郷町役場　　税務課

円 円 円

※　　注意

1．「徴収開始年月」は、提出日が月の初日から20日頃までは翌月から、それ以降は翌々月からとなります。

2．既に納入の済んでいる「納入済額」については、特別徴収はできません。なお、納入済額については納税通知書等により確認してください。

3．普通徴収の納期限が経過した税額については特別徴収に切替ができませんので、ご注意願います。
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